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去
る
３
月
19
日
七
戸
町
中
央

公
民
館
に
お
い
て
農
業
者
と
の

意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。 

会
場
に
は
農
業
者
・
農
業
委

員
約
70
名
が
参
加
し
農
地
の
貸

借
・
貸
借
料
等
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
し
ま
し
た
。 

事
務
局
か
ら
農
地
の
貸
借
方

法
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ
た

後
質
疑
応
答
の
形
式
で
話
し
合

い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

農
地
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
方
法

に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、
農

業
委
員
会
で
対
応
で
き
る
和
解

の
仲
介
に
は
限
度
が
あ
る
も
の

の
、
積
極
的
に
対
応
し
て
い
き

た
い
の
で
相
談
し
て
欲
し
い
等

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。 

 

農

業

者

と

の 

意

見

交

換

会 

家
族
経
営
協
定
締
結 

３
月
27
日
に
２
組
の
家
族
が
新

た
に
家
族
経
営
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。
こ
れ
で
３
月
末
現
在
の
七

戸
町
の
累
計
数
は
66
組
と
な
り
ま

し
た
。  
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七 戸 町 人 ・ 農 地 プ ラ ン （ 地 域 農 業 マ ス タ ー プ ラ ン ） 策 定 状 況 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４年７月アンケート調査実施 

（対象者 2,567名に発送、667名か

ら回答、回収率 26％） 

１１月農地のあっせん 

１０月青年就農希望者説明会 

９月中旬事業受付 

８月２１日～２４日地区説明会 
（４日間で１４３名参加） 

２月地区の合意形成 
 

２５年１月事業の確定 

七戸町の人・農地プランは２地区（七戸地区・天間林地

区）のプランとなりました。 

行政区・集落単位での話し合いがあれば積極的に参加し

ますので農林課又は農業委員会までお知らせ下さい。 

人・農地プランは随時見直すことができます。 

このプランで平成２４年度には２経営体が新規就農者

となり青年就農給付金の支援が受けられることになりま

した。 

平成２５年度には規模拡大加算対象者を３経営体、規模

拡大加算面積を1．8haとして計画にのせる予定です。 

 

◇ 農地の売買、貸借、転用に関する Ｑ＆Ａ ◇ 

農地は、国民の食料の安定供給を図るため重要な生

産基盤です。このため、農家の皆様が所有する農地を

移動する場合は農業委員会の許可を受けなければな

りません。自分の農地だからといって許可を受けずに

売買、貸借、転用することはできませんので、手続き

が必要です。よくある例を取り上げてみました。 

Ｑ1 農地を売買したいのですが、どんな手続きが必

要ですか？ 

Ａ1 耕作を目的に農地を売買する場合は農地法第３

条の許可申請が必要です。このため、農地を譲り

渡す方、譲り受ける方の双方での申請となります。 

Ｑ2 農地を貸し借りしていましたが、都合により解

約するには、どんな手続き必要ですか？ 

Ａ2 農業委員会を通して貸借契約している農地を解

約する場合は貸し方、借り方の双方の合意による

合意解約書の届けが必要です。 

Ｑ3 自分の農地に家を建てる場合、どのような手続

きが必要ですか？ 

Ａ3 転用行為として農地法第４条の手続きが必要で

す。（なお、申請地が農業振興地域整備計画の農用地区

域の場合は、農振法による農用地区域からの除外の手続

きが必要となります） 

◇相続等によって農地の権利を取得したときは◇ 

農地の権利を相続等により取得した場合は、

農業委員会へその旨届出なければなりません。 

・届出を要する方⇒農地法の許可を要せずに農 

地の権利を取得した場合（所有権、地上権 

賃借権など） 

・届出の時期⇒権利を取得したことを知った 

日から概ね１０ヶ月以内（届出をしなかっ 

たり、虚偽の届出をした場合は１０万円以 

下の過料が科される場合があります） 

 

３月市町村検討会・プラン作成 

（プランは２地区で作成） 
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農家意向アンケート調査結果（平成２５年１月実施） 

今回１０アール以上の農地を所有又は耕作している

町内の２，５５３世帯を対象にアンケートを実施しま

した。調査に回答した世帯は５９９世帯で、回答率は

２３．５％でした。 

回答結果は以下のとおりです。 

１．経営規模について尋ねました。結果は 

①拡大したいが６５件で１０．９％ 

②縮小したいが６０件で１０．０％ 

③現状維持が４４５件で７４．３％ 

２．経営転換について尋ねました。結果は 

①経営転換の意向ありが１３件で２．２％ 

②経営転換の意向なしが４９２件で８２．１％ 

＊経営転換とは土地利用型農業からの転換 

３．後継者について尋ねました。結果は 

①後継者は決まっているが２１０件で３５．１％ 

②後継者は決まっていないが３５８件で５９．８％ 

 

（各項目の合計が１００％にならないのは無回答が

あるためです） 

農業委員会の許可等について 

平成２４年１月～１２月までの農業委員

会の許可等は次のとおりでした。 

３条（農地の権利移動「売買・贈与・貸借等」） 

70件70.2ha（田51.8ha畑18.4ha） 

４条（権利移動を伴わない農地転用） 

5件29a（田0a畑29a） 

５条（権利移動を伴う農地転用） 

21件166a（田89a畑67a） 

農地利用集積（利用権貸借） 

238件162.4ha（田142.0ha畑20.4ha） 

農地利用集積（所有権移転） 

22件18.6ha（田13.9ha畑4.7ha） 

 

＊３条・４条・５条は農地法です。農地利

用集積は農業経営基盤強化促進法第１８

条です。 

農地の権利移動（貸借・売買）は農地法・

農業経営基盤強化促進法どちらでもでき

ます。（詳しくは農業委員会へ） 

七戸町の耕作放棄地に対する取り組み 

＊七戸地域耕作放棄地対策協議会の取り組み 

当協議会は平成２１年７月に設立され、耕作放棄地解消に取り組んでまいりました。 

設立から平成２４年度までの耕作放棄地解消実績は16.7haです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耕作放棄地とは：１年以上作付けされず、今後数年も作付けする考えのない土地（農林業センサス、

データーは農家の自己申告で、平成２２年の七戸町の耕作放棄地は６００ha） 

（農林業センサスは５年ごとに実施し、直近は平成２２年） 

農地パトロール結果について 

平成２４年度の農業委員会による農地パトロールで確認された遊休農地は２０５haです。 

農地パトロールは平成２１年から実施しており各年度の遊休農地の確認面積は 

２１年度２９４ha・２２年度３０５ha・２３年度２２１haでした 

平成２５年度は農地の確保と有効利用に重点を置いた農地パトロールを実施する予定です。 

遊休農地とは：耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる 

農地（緑・黄分類：農業機械等で再生利用が可能な遊休農地／赤分類：農業機械等 

では再生利用が困難と見込まれる遊休農地） 

 

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 

＊この事業は平成２５年度で終了しますので、事業実施希望者は早めに申請願います 

【事業概要】荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等が

行う再生作業や土づくり、必要な施設の整備等の取組を総合的に支援します。 

【事業メニュー】 

① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援 

再生作業（雑草・雑木の除去等）、土づくり（肥料、有機質資材の投入等） 

・定額支援【５万円/10a】（重機を用いて行う場合等【1/2以内等】） 

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【２.５万円/10a】 

② 施設等の整備への支援：基盤整備・施設等の整備【1/2以内等】・小規模基盤整備【２.５万円/10a】 

詳しくは農業委員会へお問い合せ下さい 
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編
集
委
員
長 

 

天
間
俊
一 

編
集
副
委
員
長 

氣
田 

勉 

編
集
委
員 

 
 

駒
嶺
純
一 

編
集
委
員 

 
 

高
田
武
志 

編
集
委
員 

 
 

天
間
正
大 

4 

み
ん
な
で
読
も
う  

 
 
 
 
 

全
国
農
業
新
聞 

  

 

全
国
農
業
新
聞
は
、
農
家
の

経
営
と
生
活
に
役
立
つ
農
家
の

専
門
紙
で
す
。
是
非
ご
愛
読
く

だ
さ
い
。  

●
発
行 

毎
週
金
曜
日  

●
購
読
料 

 

１
ケ
月 

６
０
０
円  

●
購
読
申
込
は
農
業
委
員
会
へ  

 

農
地
の
あ
っ
せ
ん
売
買
制
度 

 

農
地
の
あ
っ
せ
ん
売
買
は
「
農

地
保
有
合
理
化
事
業
」
に
よ
り

お
こ
な
わ
れ
、
農
地
を
売
る
方

は
譲
渡
所
得
税
の
特
別
控
除
が

年
８
百
万
円
ま
で
受
け
ら
れ
ま

す
。（
８
百
万
円
ま
で
譲
渡
所
得

税
が
か
か
り
ま
せ
ん
）
ま
た
、

買
う
方
は
登
録
免
許
税
と
不
動

産
取
得
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

こ
の
事
業
に
よ
り
農
地
を
あ

っ
せ
ん
購
入
で
き
る
の
は
認
定

農
業
者
等
の
農
業
者
で
す
。
平

成
24

年
に
当
町
で
こ
の
制
度

を
活
用
し
た
農
地
の
売
買
は

22
件
で
し
た
。 

＊
広
報
し
ち
の
へ
２
月
号
の
「
農

地
保
有
合
理
化
事
業
で
有
利
に
規

模
拡
大
を
！
」
と
同
内
容
で
す
。 

農
業
委
員
会
へ
の
農
地
法
許
可

申
請
期
限
は
毎
月
１
日
で
す
。 

（
１
日
が
休
日
の
場
合
翌
日
、

各
月
の
締
め
切
り
日
は
町
民
カ

レ
ン
ダ
ー
の
「
お
知
ら
せ
」
欄

に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
） 

申
請
か
ら
許
可
ま
で
の
期
間

は
、
権
利
移
動
は
約
１
ケ
月
、
転

用
は
約
２
ケ
月
か
か
り
ま
す
。 

農家のみなさん、あなたの老後生活への備えは十分ですか。 

年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。老後の備えは国民年金プラス 

農業者年金が基本です。しっかり積み立て、がっちりサポート、安心で豊かな老後を。 

農業者年金は農業者の方なら広く加入できます。 

少子高齢時代に強い年金です。自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資

として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式（確定拠出型）の年

金です。保険料の額は自由に決められます。自分が必要とする年金額の目標に向けて自分で保険料

を決められます（月額２万円から６万７千円まで千円単位で自由に選択）。 

終身年金で８０歳までの保証付きです。年金は生涯支給されますが、８０歳前に亡くなった場合

でも８０歳まで受け取れるはずの年金相当額が死亡一時金として遺族に支給されます。 

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります（保険料は全額社会保険料控除の対象）。 

農業の担い手には、手厚い政策支援があります（保険料の国庫補助）。 

（詳しくは農業委員会又はお近くのＪＡへ） 

農 業 者 年 金 に 加 入 し ま し ょ う 

閲
覧
で
き
ま
す 

農
業
委
員
会
で
は
次
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
閲
覧
が
で
き

ま
す
。 

一
農
業
委
員
会
総
会
会
議
録 

二
農
業
委
員
会
の
点
検
評
価 

目
標
及
び
そ
の
達
成
に
向 

け
た
活
動
計
画 

三
農
業
委
員
会
活
動
の
み
え 

る
化
に
向
け
た
「
農
業
委 

員
会
活
動
整
理
カ
ー
ド
」 

農
業
者
労
災
保
険
の
案
内 

 

 

「
広
報
し
ち
の
へ
２
月
号
」
に

も
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
が
、
農
業

者
労
災
保
険
に
加
入
を
希
望
す

る
方
は
農
業
委
員
会
へ
申
込
み

下
さ
い
。 

制
度
に
つ
い
て
は
広
報
に
掲

載
の
と
お
り
で
す
が
、
年
度
の
途

中
か
ら
で
も
加
入
で
き
ま
す
。 

詳
し
い
こ
と
は
農
業
委
員
会

に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

全
国
農
業
会
議
所
会
長
賞
受
賞 

平
成
24
年
11
月
21
日
開
催

の
第
56
回
青
森
県
農
業
委
員
大

会
に
お
い
て
「
全
国
農
業
会
議
所

会
長
賞
」
を
受
賞
し
ま
し
た
。 

こ
れ
は
「
地
域
の
農
地
と
担
い

手
を
守
り
活
か
す
運
動
」
を
積
極

的
に
展
開
し
、
優
良
農
地
の
確
保

の
た
め
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
積

極
的
に
実
施
し
、
耕
作
放
棄
地
の

未
然
防
止
と
解
消
に
努
め
て
い

る
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で

す
。
当
町
の
平
成
23
年
度
ま
で
の

耕
作
放
棄
地
解
消
面
積
の
累
計

は
、
東
北
農
政
局
管
内
で
は
15

位
、
青
森
県
内
で
は
５
位
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。 


